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町
で
は
、
多
年
に
わ
た
り
社
会
に
尽

く
し
て
こ
ら
れ
た
高
齢
者
の
方
々
を

敬
愛
す
る
こ
と
等
を
目
的
に
次
の
と

お
り
「
生
き
い
き
健
康
福
祉
祭
」
を
開

催
し
ま
す
。 

な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策
の
た
め
参
加
さ
れ
る
方
に
一

部
制
限
を
設
け
て
開
催
す
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
の
で
ご
了
承
願
い
ま
す
。

◆
日 
時 
 

９
月
17
日
（
木
） 

10
時
30
分
～
13
時 

◆
場 

所 

深
浦
町
民
体
育
館
（
広
戸
） 

◎
「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
婚
・
金
婚
」
の
顕

彰 ◆
対
象
夫
婦
（
基
準
日
：
令
和
２
年
９

月
15
日
） 

◆
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
婚
（
結
婚
60
年
）

・
昭
和
34
年
９
月
16
日
か
ら
昭
和
35

年
９
月
15
日
ま
で
に
婚
姻
届
を
届
出

さ
れ
た
ご
夫
婦 

◆
金
婚
（
結
婚
50
年
） 

・
昭
和
44
年
９
月
16
日
か
ら
昭
和
45

年
９
月
15
日
ま
で
に
婚
姻
届
を
届
出

さ
れ
た
ご
夫
婦 

※
対
象
と
な
ら
れ
る
ご
夫
婦
に
は
７

月
下
旬
に
招
待
状
を
送
付
し
ま
す
。
対

象
に
な
る
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、
ま
だ

招
待
状
が
届
い
て
い
な
い
場
合
は
、
お

手
数
で
す
が
福
祉
課
ま
で
連
絡
く
だ

さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

◎
「
米
寿
」（
88
歳
）
の
顕
彰 

◆
対
象
者 

◆
令
和
２
年
度
中
に
満
88
歳
に
な
る

方 ・
昭
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
昭
和
８
年

３
月
31
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方 

※
対
象
と
な
ら
れ
る
方
に
は
７
月
下

旬
に
招
待
状
を
送
付
し
ま
す
。 

◆
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

策
に
つ
い
て 

顕
彰
対
象
以
外
の
高
齢
者
の
方
の

参
加
に
つ
い
て
は
、
会
場
の
収
容
人
数

と
３
密
を
避
け
る
こ
と
を
考
慮
し
た

結
果
、
参
加
を
見
合
わ
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
と
し
ま
し
た
の
で
、
各
老
人
ク
ラ

ブ
及
び
一
般
参
加
者
に
つ
い
て
は
募

集
い
た
し
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
願
い

ま
す
。 

ま
た
、
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
き
ま

し
て
も
同
様
の
理
由
か
ら
中
止
す
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

 

な
お
、
今
後
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
動
向
等
に
よ
り
開
催
内

容
の
変
更
等
が
あ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
願
い
ま

す
。 

◆
申
込
締
切 

８
月
20
日
（
木
） 

□
申
込
・
問
合
せ
先 

福
祉
課 

福
祉
ふ
れ
あ
い
係 

℡ 

74-

２
１
１
７ 

    

令
和
２
年
度
の
深
浦
町
平
和
祈
念

祭
に
つ
い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
流
行
状
況
を
考
慮
し
開

催
を
中
止
い
た
し
ま
す
。 

 

何
と
ぞ
、
ご
理
解
と
ご
了
承
く
だ
さ

い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

 

□
申
込
み
・
問
合
せ
先 

 

福
祉
課 

福
祉
ふ
れ
あ
い
係 

 

℡ 

74-

２
１
１
７ 

 
 
 

深
浦
町
生
き
い
き
健
康
福

祉
祭
の
お
知
ら
せ 

令
和
２
年
度
深
浦
町
平
和

祈
念
祭
開
催
中
止
の
お
知

ら
せ 
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鰺
ヶ
沢
地
区
消
防
事
務
組
合
で
は
、

「
初
級
消
防
職
」
の
採
用
試
験
を
実
施

し
ま
す
。
採
用
人
数
は
、
若
干
名
と
な

っ
て
い
ま
す
。 

 

申
込
期
限
は
７
月
27
日(
月)

ま
で

で
す
の
で
、
受
験
を
希
望
さ
れ
る
方
は

忘
れ
ず
に
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。
詳
し

く
は
、
鰺
ヶ
沢
地
区
消
防
事
務
組
合
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
の

で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

◆
受
験
資
格 

・
昭
和
63
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
15

年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
で
、

学
校
教
育
法
に
よ
る
、
高
等
学
校
卒
業

以
上
ま
た
は
令
和
３
年
３
月
卒
業
見

込
み
の
者 

・
身
長
基
準
、
概
ね
身
長
１
６
０
㎝
以

上
、
体
重
50
㎏
以
上
、
矯
正
視
力
を
含

み
両
眼
で
０
・
７
以
上
な
ど 

◆
申
込
時
間 

 

８
時
15
分
～
17
時 

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
） 

□
問
合
せ
・
申
込
み
先 

 

鰺
ヶ
沢
地
区
消
防
事
務
組
合 

消
防
本
部 

総
務
課 

℡ 

72-

４
５
２
７ 

    

７
月
31
日
（
金
）
は
、
固
定
資
産
税

（
２
期
）
及
び
国
民
健
康
保
険
税
（
１

期
）
の
納
期
限
で
す
。 

納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。 

◎
納
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
な
か
っ

た
場
合
は
督
促
状
が
送
付
さ
れ
、
督
促

手
数
料
が
徴
収
さ
れ
ま
す
。 

□
問
合
せ
先 

 

税
務
課 

収
納
係 

 

℡ 

74-

２
１
１
４ 

     

給
与
所
得
者
（
従
業
員
）
の
個
人
住

民
税
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
法
の
規
定

に
よ
り
、
給
与
支
払
者
（
事
業
主
）
が

給
与
か
ら
特
別
徴
収
（
天
引
き
）
に
よ

り
納
入
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

こ
の
た
め
、
西
北
地
域
２
市
５
町
と

西
北
地
域
県
民
局
県
税
部
で
は
、
原
則

と
し
て
全
て
の
事
業
主
の
方
に
特
別

徴
収
を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

◆
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
と
は 

所
得
税
の
源
泉
徴
収
と
同
様
に
、
事

業
主
が
従
業
員
に
代
わ
り
、
毎
月
支
払

う
給
与
か
ら
個
人
住
民
税
を
天
引
き

し
、
納
入
し
て
い
た
だ
く
制
度
で
す
。

た
だ
し
、
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収

は
、
市
（
町
）
が
従
業
員
ご
と
の
税
額

を
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、
所
得
税
の

源
泉
徴
収
の
よ
う
な
税
額
計
算
や
年

末
調
整
の
手
間
が
か
か
り
ま
せ
ん
。 

ま
た
、
従
業
員
の
方
に
は
、
納
め
忘

れ
が
な
く
、
納
期
が
年
12
回
の
た
め
普

通
徴
収
の
年
４
回
に
比
べ
て
１
回
当

た
り
の
納
付
額
が
少
な
く
な
る
と
い

っ
た
納
税
の
便
宜
を
図
る
目
的
が
あ

り
ま
す
。 

□
問
合
せ
先 

 

税
務
課 

 
℡ 

74-

２
１
１
４ 

    

◆
ゴ
ミ
の
不
法
投
棄
に
つ
い
て 

最
近
、
海
岸
や
農
道
・
林
道
沿
い
の

斜
面
な
ど
へ
の
ゴ
ミ
の
不
法
投
棄
が

目
立
っ
て
い
ま
す
。 

家
庭
か
ら
出
る
一
般
ゴ
ミ
、
ジ
ュ
ー

ス
・
ビ
ー
ル
缶
、
家
電
製
品
、
田
畑
で

使
用
し
た
農
業
用
資
材
等
様
々
な
ゴ

ミ
が
捨
て
ら
れ
て
い
ま
す
。 

不
法
投
棄
に
よ
る
罰
則
は
「
５
年
以

下
の
懲
役
ま
た
は
、
１
，
０
０
０
万
円

以
下
の
罰
金
」
が
科
せ
ら
れ
ま
す
の
で

絶
対
や
め
ま
し
ょ
う
。 

※
町
で
は
不
法
投
棄
対
策
と
し
て
、
監

視
カ
メ
ラ
を
導
入
し
ま
す
。 

 

◆
野
焼
き
の
禁
止
に
つ
い
て 

ま
だ
「
自
家
焼
却
」
や
「
野
焼
き
」

を
し
て
い
る
の
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
が
発
生
し
て
、
人
体

や
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に

な
り
ま
す
。 

野
焼
き
に
よ
る
罰
則
は
「
５
年
以
下

の
懲
役
ま
た
は
、
１
，
０
０
０
万
円
以

下
の
罰
金
」
が
科
せ
ら
れ
ま
す
の
で
絶

対
や
め
ま
し
ょ
う
。 

 □
問
合
せ
先 

 

町
民
課 

 

℡ 

74-

２
１
１
５ 

初
級 消

防
職
採
用
試
験
の 

ご
案
内 

 

納
税
の
お
知
ら
せ 

給
与
所
得
者
の
個
人
住
民

税
は
全
て
「
特
別
徴
収
」
と

な
り
ま
す 

ご
み
の
不
法
投
棄
と 

野
焼
き
の
禁
止
に
つ
い
て 
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町
で
は
、
下
水
道
が
整
備
さ
れ
て
い

な
い
地
域
に
お
い
て
も
快
適
な
生
活

が
で
き
る
よ
う
、
単
独
処
理
浄
化
槽
や

汲
み
取
り
式
か
ら
合
併
処
理
浄
化
槽

へ
設
置
替
え
（
新
築
含
む
）
す
る
費
用

の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。 

◆
補
助
限
度
額 

 

補
助
金
額
は
、
合
併
処
理
浄
化
槽
の

設
置
に
要
す
る
費
用
と
し
、
以
下
に
定

め
る
額
を
上
限
と
し
ま
す
。 

・
５
人
槽 

 

３
５
２
，
０
０
０
円 

・
７
人
槽 

 

４
４
１
，
０
０
０
円 

・
10
人
槽 

 

５
８
８
，
０
０
０
円 

※
合
併
処
理
浄
化
槽
の
人
槽
の
算
定
人

員
に
つ
い
て
は
、『
建
築
物
の
用
途
別
に

よ
る
屎
尿
浄
化
槽
の
処
理
対
象
人
員
算

定
基
準
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ 

３
３
０
２-

２
０

０
０
）』
に
よ
る
も
の
と
し
ま
す
。 

※
な
お
、
こ
の
基
準
か
ら
住
宅
の
延
べ

面
積
に
よ
り
人
槽
の
算
定
人
員
を
判

断
し
て
い
ま
す
が
、
対
象
と
な
る
住
宅

の
使
用
水
量
や
、
居
住
人
員
が
少
な
い

場
合
、
そ
の
使
用
状
況
及
び
生
活
状
況

を
考
慮
し
て
人
槽
の
規
模
を
縮
小
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

（
例
）
延
べ
面
積
１
３
０
㎡
以
上
の
住

宅
の
場
合
で
も
、
日
平
均
水
道
使
用
量

が
１
㎥
未
満
で
、
居
住
人
員
が
１
～
２

人
世
帯
は
５
人
槽
と
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。 

※
詳
細
に
つ
い
て
は
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

◆
建
物
の
用
途 

 

住
宅
（
店
舗
等
の
併
用
住
宅
の
場
合

は
、
２
分
の
１
以
上
が
居
住
部
分
で
あ

る
こ
と
。） 

◆
対
象
区
域 

 

公
共
下
水
道
及
び
漁
業
集
落
排
水

処
理
区
域
以
外
の
地
域 

◆
そ
の
他 

①
町
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と 

②
工
事
着
工
前
に
申
請
手
続
が
必
要

で
す
。
（
設
置
後
は
対
象
と
な
り
ま
せ

ん
。
） 

③
対
象
期
間 

 

７
月
か
ら
令
和
３
年
２
月
末
に
工

事
を
完
了
す
る
も
の
。 

※
そ
の
他
の
詳
細
事
項
や
ご
不
明
な

点
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
水
道
課
下

水
道
係
へ
問
合
せ
く
だ
さ
い
。 

□
問
合
せ
先 

 

水
道
課 

下
水
道
係 

℡ 

74-

４
４
１
６ 

 

    

国
民
年
金
で
は
、
所
得
が
少
な
い
な

ど
、
保
険
料
を
納
め
る
の
が
経
済
的
に

難
し
い
場
合
は
、
未
納
の
ま
ま
に
し
な

い
で
、「
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付

猶
予
制
度
」
の
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
学
生
の
方
は
「
学
生
納

付
特
例
制
度
」
、
出
産
の
際
の
免
除
に

は
「
産
前
産
後
期
間
の
保
険
料
免
除
制

度
」
が
あ
り
ま
す
。 

◆
保
険
料
免
除
制
度
と
は 

 

所
得
が
少
な
く
本
人
・
世
帯
主
・
配

偶
者
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の

場
合
や
失
業
し
た
場
合
な
ど
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
申

請
す
る
こ
と
に
よ
り
納
付
が
免
除
さ

れ
ま
す
。
免
除
に
は
、
全
額
、
４
分
の

３
、
半
額
、
４
分
の
１
の
４
種
類
が
あ

り
ま
す
。 

◆
納
付
猶
予
制
度 

学
生
を
除
く
50
歳
未
満
の
方
で
、
本

人
・
配
偶
者
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以

下
の
場
合
に
申
請
に
よ
り
保
険
料
の

納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。 

◆
学
生
納
付
特
例
制
度
と
は 

学
生
の
方
で
本
人
の
所
得
が
一
定

額
以
下
の
場
合
に
申
請
に
よ
り
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。 

◆
産
前
産
後
期
間
の
保
険
料
免
除
制
度 

 

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
が
出

産
し
た
際
に
、
出
産
前
後
の
一
定
期
間

保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。
期
間
は
、

出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属
す

る
月
の
前
日
か
ら
４
か
月
間
で
す
。
な

お
、
多
胎
妊
娠
の
場
合
は
、
出
産
予
定

日
ま
た
は
出
産
日
が
属
す
る
月
の
３

か
月
前
か
ら
６
か
月
の
保
険
料
が
免

除
さ
れ
ま
す
。 

◆
申
請
の
際
、
お
持
ち
い
た
だ
く
も
の 

①
保
険
料
免
除
制
度
・
保
険
料
納
付
猶

予
制
度 

・
年
金
手
帳
、
印
鑑
、
失
業
を
し
た
場

合
は
、
離
職
票
、
雇
用
保
険
受
給
者
証

の
写
し
。 

②
学
生
納
付
特
例
制
度 

・
在
学
証
明
書
ま
た
は
学
生
所
の
写
し
。

 

③
産
前
産
後
期
間
の
保
険
料
免
除
制
度 

・
母
子
手
帳
等
確
認
が
で
き
る
も
の
。 

□
問
合
せ
先 

町
民
課 

 

℡ 

74-

２
１
１
５ 

弘
前
年
金
事
務
所 

 

℡ 

０
１
７
２-

27-

１
３
３
９ 

合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
費

用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す 

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・
猶

予
制
度
を
ご
存
知
で
す
か 



 
  

 

広報ふかうら（お知らせ版）④ 

    

血
液
製
剤
は
保
存
期
限
が
短
く
、
常

に
確
保
し
て
お
く
に
は
年
間
通
じ
て

の
献
血
が
必
要
不
可
欠
と
な
っ
て
い

ま
す
。 

献
血
は
、
健
康
な
方
な
ら
誰
で
も
で

き
る
身
近
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。
血

液
を
必
要
と
し
て
い
る
方
に
あ
な
た

の
元
気
を
分
け
て
く
だ
さ
る
よ
う
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

◆
日 

程 

 

７
月
22
日
（
水
） 

黄
金
崎
不
老
ふ
死
温
泉 

９
時
～
10
時 

 

深
浦
町
役
場 

 
 

 
 
 
 

 

11
時
～
13
時 

新
深
浦
町
漁
協
大
戸
瀬
本
所 

 
 

 
 
 
 

 

15
時
～
16
時 

◆
献
血
に
あ
た
っ
て
の
ご
案
内 

・
当
日
は
朝
食
や
昼
食
を
摂
っ
て
く
だ

さ
い
。 

・
献
血
の
種
類
は
４
０
０
ｍ
Ｌ
全
血
献

血
の
み
と
な
り
ま
す
。 

・
ご
協
力
い
た
だ
く
た
め
に
は
、
男
女

と
も
体
重
50
㎏
以
上
が
必
要
と
な
り

ま
す
。 

・
高
血
圧
・
高
脂
血
症
・
花
粉
症
な
ど

の
薬
を
服
用
さ
れ
て
い
て
も
献
血
可

能
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
以
外
の
薬

に
つ
い
て
も
当
日
お
薬
手
帳
な
ど
を

持
参
い
た
だ
く
と
献
血
の
可
否
を
お

調
べ
し
ま
す
。 

□
問
合
せ
先 

 
 
 
 

健
康
推
進
課 

 

℡ 

82-

０
２
８
８ 

    

◆
新
規
講
習
開
催
日 

 
 
 

９
月
３
日
（
木
）
～
９
月
４
日
（
金
）

（
２
日
間
）

◆
再
講
習
開
催
日 

 

９
月
２
日
（
水
） 

◆
開
催
場
所 

 

五
所
川
原
市
中
央
四
丁
目
１
３
０

番
地 

 

五
所
川
原
地
区
消
防
事
務
組
合 

消
防
庁
舎 

２
階
会
議
室 

（
施
設
内
全
面
禁
煙
と
な
っ
て
い
ま

す
。
） 

◆
受
付
期
間 

 
 

８
月
３
日
（
月
）
～
８
月
21
日
（
金
）

（
土
日
及
び
祝
日
を
除
く
。
８
時
15
分

～
17
時
） 

◆
申
請
書
の
配
布
並
び
に
申
請
先 

①
鰺
ヶ
沢
地
区
消
防
事
務
組
合 

深
浦
消
防
署 

 

 

℡ 

74-

２
９
９
４ 

②
鰺
ヶ
沢
地
区
消
防
事
務
組
合 

 

深
浦
消
防
署 

岩
崎
分
署 

 

℡ 

77-

２
１
１
９ 

※
鰺
ヶ
沢
地
区
消
防
事
務
組
合
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。 

（h
t
t
p
:
//
aj
i
g
a
s
a
w
af
d.
j
p

） 

◆
受
講
料 

 
 

無
料
。
た
だ
し
、
テ
キ
ス
ト
代
（
税

込
）
が
新
規
講
習
で
は
３
，
７
５
０
円
、

再
講
習
で
は
１
，
５
４
０
円
が
必
要
と

な
り
ま
す
。
（
テ
キ
ス
ト
代
は
当
日
講

習
会
場
で
販
売
し
、
代
金
と
引
換 

え
に
な
り
ま
す
の
で
、
お
釣
り
の
な
い

よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。） 

 
□
問
合
せ
先 

 

鯵
ヶ
沢
地
区
消
防
事
務
組
合 

 

消
防
本
部 

予
防
警
防
課 

 

℡ 

72-
４
５
２
７ 

 

     

深
浦
町
農
業
委
員
会
で
は
、
毎
年
１

回
、
農
地
法
第
30
条
に
基
づ
き
、
荒
廃
農

地
の
発
生
防
止
や
解
消
、
違
反
転
用
の
防

止
と
早
期
発
見
の
た
め
、
町
内
全
て
の
農

地
の
利
用
状
況
に
つ
い
て
巡
回
し
、
調
査

を
実
施
し
ま
す
。
農
地
所
有
者
や
農
地
を

借
り
て
耕
作
さ
れ
て
い
る
方
は
、
草
刈
り

を
行
う
等
農
地
の
適
正
な
管
理
を
お
願

い
し
ま
す
。
遊
休
農
地
及
び
、
遊
休
農
地

化
の
お
そ
れ
が
あ
る
農
地
所
有
者
等
に

対
し
て
は
、「
利
用
意
向
調
査
」
を
実
施
さ

せ
て
い
た
だ
く
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

◆
調
査
地
域 

深
浦
町
全
域 

◆
調
査
期
間 

７
月
下
旬
～
９
月
上
旬
ま
で 

◆
調
査
者 

深
浦
町
農
地
利
用
状
況
調
査
員 

※
調
査
に
際
し
、
農
地
所
有
者
の
立
ち

会
い
は
不
要
で
す
。 

□
問
合
せ
先 

 

農
業
委
員
会 

 

℡ 

74-

４
４
２
０ 

献
血
バ
ス
巡
回
の お

知
ら
せ 

令
和
２
年
度 

甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習
・

再
講
習
の
ご
案
内 

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
（
農
地
利

用
状
況
調
査
）
お
知
ら
せ 



   

広報ふかうら（お知らせ版）⑤ 

    

無
免
許
、
無
許
可
で
ワ
ナ
を
設
置
す

る
こ
と
は
違
法
で
す
。（
ネ
ズ
ミ
捕
り
、

モ
グ
ラ
捕
り
は
除
く
）
有
害
鳥
獣
捕
獲

目
的
で
ワ
ナ
を
設
置
す
る
場
合
は
、
ワ

ナ
猟
狩
猟
免
許
を
取
得
し
、
有
害
鳥
獣

捕
獲
許
可
を
得
な
け
れ
ば
、
自
分
の
敷

地
内
で
あ
っ
て
も
違
法
と
な
り
ま
す
。 

ま
た
、
使
用
す
る
ワ
ナ
に
つ
い
て
も

規
制
が
あ
り
ま
す
。
（
ト
ラ
バ
サ
ミ
や

針
金
を
使
用
し
た
く
く
り
ワ
ナ
な
ど

は
、
原
則
と
し
て
使
用
禁
止
） 

違
反
し
た
場
合
、
鳥
獣
保
護
管
理
法

に
よ
り
１
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
１

０
０
万
円
以
下
の
罰
金
が
課
せ
ら
れ

ま
す
の
で
、
こ
の
よ
う
な
行
為
は
絶
対

に
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。 

□
問
合
せ
先 

 

農
林
水
産
課 

 

℡ 

74-

４
４
１
１ 

  

 
 

 
 
 

 

 

 

     

ウ
イ
ル
ス
や
細
菌
を
つ
け
な
い
・
増

や
さ
な
い
・
殺
菌
す
る 

―
つ
け
な
い
ー 

 

食
品
、
手
指
、
調
理
器
具
は
し
っ
か

り
洗
う
。 

 

食
品
の
保
存
容
器
は
ふ
た
や
ラ
ッ

プ
フ
ィ
ル
ム
を
す
る
。 

―
増
や
さ
な
い
ー 

 

料
理
は
手
早
く
、
で
き
た
料
理
は
す

ぐ
に
食
べ
る
。 

 

す
ぐ
に
食
べ
な
い
時
は
、
冷
蔵
庫
で

保
存
す
る
。 

―
殺
菌
す
る
ー 

 

十
分
に
加
熱
す
る
。 

 

調
理
器
具
は
、
こ
ま
め
に
消
毒
す
る
。

□
問
合
せ
先 

 

五
所
川
原
保
健
所 

 

℡ 

０
１
７
３-

34-

２
１
０
８ 

    

青
森
県
営
農
大
学
校
で
は
、
令
和
３

年
度
入
校
生
を
募
集
し
ま
す
。 

◆
修
業
年
限 

２
か
年 

◆
募
集
人
員 

 

畑
作
園
芸
課
程
・
果
樹
課
程
・
畜
産

課
程
あ
わ
せ
て
定
員
50
名 

◎
出
願
資
格 

◆
推
薦
募
集 

①
高
校
若
し
く
は
中
学
を
卒
業
し
た

者
、
ま
た
は
令
和
３
年
３
月
に
卒
業
見

込
の
者 

②
出
身
の
高
等
学
校
長
ま
た
は
中
等

教
育
学
校
長
の
推
薦
を
得
た
者 

◆
一
般
募
集 

①
高
校
若
し
く
は
中
学
を
卒
業
し
た

者
、
ま
た
は
令
和
３
年
３
月
に
卒
業
見

込
の
者 

②
前
項
に
規
定
す
る
者
と
同
等
以
上

の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
と
知
事

が
認
め
た
者 

◆
願
書
受
付
期
間 

 

①
推
薦
選
考 

９
月
30
日
（
水
）
～
10
月
14
日
（
水
）

17
時
必
着 

②
一
般
募
集 

 

11
月
４
日
（
水
）
～
11
月
18
日
（
水
）

17
時
必
着 

◆
試
験
日
・
内
容 

①
推
薦
選
考 

11
月
６
日
（
金
） 

作
文
・
面
接 

②
一
般
募
集 

12
月
11
日
（
金
） 

 

国
語
総
合
・
数
学
Ⅰ
・
作
文
・
面
接

◆
合
格
発
表 

①
推
薦
選
考 

11
月
16
日
（
月
） 

②
一
般
募
集 

12
月
21
日
（
月
） 

◆
経
費
等 

入
校
検
定
料 

２
，
２
０
０
円 

入
校
後
の
１
年
間
の
修
学
経
費
は
、授

業
料
１
１
８
，
８
０
０
円
、
諸
経
費
３
２

０
，０
０
０
～
７
８
０
，０
０
０
円
で
す
。

□
問
合
せ
先 

青
森
県
営
農
大
学
校
教
務
研
修
課

℡ 

０
１
７
６-

62-

３
１
１
２ 

    

今
年
４
月
よ
り
、
中
小
企
業
に
つ
い

て
も
「
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
」
が

適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
規
制
内
容
の
説

明
や
利
用
で
き
る
助
成
金
の
案
内
な

ど
に
つ
い
て
、
専
用
相
談
窓
口
を
ご
活

用
く
だ
さ
い
。 

□
専
用
相
談
窓
口 

五
所
川
原
労
働
基
準
監
督
署 

労
働
時
間
相
談
・
支
援
班 

℡ 

０
１
７
３-

35-

２
３
０
９ 

（
平
日
８
時
30
分
～
17
時
15
分
） 

無
免
許
、
無
許
可
で
の
ワ
ナ

設
置
は
違
法
で
す 

ご
存
知
で
す
か
？ 

食
中
毒
予
防
の
３
原
則 

青
森
県
営
農
大
学
校 

令
和
３
年
度
学
生
募
集 

中
小
企
業
の
「
残
業
規
制
」

適
用
開
始 
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１ 募集職種一覧 

 

区分 試験区分 職務内容 受験資格

➀勤 務 時 間 

➁週勤務日数 

➂勤 務 場 所 

報酬(給料)

基 準 額 

募

集

人

員

1 行２ 
Ａ－１ 

特別支援教育支援員 

専門事務 

(教育上特別な支

援を要する児童

生徒への学習や

学校生活支援等)

資格不要

①8：00～16：00 

②週 5日 

③各小・中学校 

※年間 40 週程度 

夏季・冬季休業

期間は勤務なし 

日額 

6,722 円～ 若

干

名 
2 行３ 

Ａ－２ 

特別支援教育支援員 

教育職員

普通免許

(第一種)

日額 

7,329 円～ 

3 労１ 
Ｂ 

学校調理員 

町内 3 小学校で

の給食調理 
資格不要

①8：00～16：00 

②週 5日 

③各小学校 

※年間 40 週程度 

夏季・冬季休業期

間は勤務なし 

日額 

6,283 円～ 

１

名

２ 全職種勤務条件等共通事項 

任用期間 令和２年８月２０日から令和３年３月３１日まで 

休 暇 
年次休暇が付与されるほか、特別休暇として有給休暇である忌引休暇、結婚休暇、夏季休

暇等、無給休暇として産前・産後休暇、介護休暇、看護休暇等が取得できます。 

給 与 

①報酬 

報酬の額は、常勤職員の給料月額を定める行政職の給料表を基礎に、職種、業務内容、

勤務形態等に応じて決定されます。※上記の一覧を御確認ください。 

（支給要件に応じ、通勤費分費用弁償、期末手当を支給。退職手当等は支給されません。）

②その他 

時間外勤務または休日勤務が発生した場合には、その勤務に応じ、報酬に加算または手

当が支給されます。 

社会保険 雇用保険法、厚生年金保険法及び健康保険法の被保険者となります。 

条件付採用 
１か月間の条件付採用期間があり、この期間を良好に勤務した場合に正式採用となります。

（月の勤務日数が１５日に満たない場合は、日数が１５日に達するまで延長） 

そ の 他 
原則として、正職員と同じく地方公務員法が適用されます。また、条例等の改正により勤

務条件等については、変更される場合があります。 

深浦町会計年度任用職員採用試験のお知らせ 
町では次のとおり会計年度任用職員を募集します。 

■受付期間 ７月１７日（金）～７月３０日（木）まで【消印有効】 

■試験日  ８月６日（木） 

■試験会場 面接試験：深浦町役場３階 大会議室 
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３ 受験資格 

◎地方公務員法第１６条により、次のいずれかに該当する者は受験できません。 

（１）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくな 

るまでの者 

（２）深浦町の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

（３）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破 

壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者 

 

４ 試験日及び方法等 

試験日 試験区分 試験方法 試験会場（集合場所） 

８月６日（木） 
※日時等詳細については個別に

通知します 
面接試験 

深浦町役場 ３階 

大会議室 

 

５ 受験手続 

提出書類 

①受験申込書（希望する区分及び試験区分を必ず記載してください。） 

②面接カード 

③資格取得を証明する書類の写し（受験資格に記載がある職種） 

受付期間 

７月１７日（金）から７月３０日（木）まで 【消印有効】 

①持参の場合  ８時１５分から１７時まで（土・日・祝日除く） 

②郵送の場合  封筒の表に「会計年度任用職員申込書」と朱書きしてく

ださい。 

申込及び 

問合せ先 

深浦町教育委員会教育課 学務係 

〒０３８－２３２４ 深浦町大字深浦字苗代沢８４番地２  

ＴＥＬ ０１７３－７４－４４１９ 

※①受験申込書、②面接カードについては、深浦町ホームページからダウンロードするか、深

浦町教育委員会、岩崎支所、大戸瀬支所で配布します。 

 

        



 
 
  

 

 

 

８月３日（月）から一部の地区について、下記のとおり深浦診療所行き患者送迎バスの運行

日が変更になりますのでお間違えのないようにお願いします。なお、大戸瀬方面の地区は変更

ありません。 

 

深浦診療所行き患者送迎バスの運行日変更のお知らせ 

広報ふかうら（お知らせ版）⑧ 

松原地区 松原地区
地区 発⾞時刻 東野地区
松原 8:30 地区 発⾞時刻

9:00 松原 8:30
8:50

東野地区
地区 発⾞時刻

8:50 9:00

9:00

地区 停⾞場所 休⽌中 ⽉〜⾦ 地区 停⾞場所 ⽉ ⽕〜⾦
深浦中学校前 9:10 14:00 深浦中学校前 9:10 14:00
地蔵様前 9:11 14:01 地蔵様前 9:11 14:01
消防屯所前 9:12 14:02 消防屯所前 9:12 14:02
⼯藤理容店前 9:13 14:03 ⼯藤理容店前 9:13 14:03
深浦郵便局前 9:16 14:06 深浦郵便局前 9:16 14:06
菊地商店前 9:17 14:07 菊地商店前 9:17 14:07

川原町 元城館前 9:20 14:10 川原町 元城館前 9:20 14:10
崎の町 旧深浦商⼯会前 9:22 14:12 崎の町 旧深浦商⼯会前 9:22 14:12

⼣陽公園前 9:25 14:15 ⼣陽公園前 9:25 14:15
原⽥電気⼯業所前 9:26 14:16 原⽥電気⼯業所前 9:26 14:16
深浦駅前 9:27 14:17 深浦駅前 9:27 14:17
⼤岩前 9:28 14:18 ⼤岩前 9:28 14:18
深浦森林事務所前 9:29 14:19 深浦森林事務所前 9:29 14:19

9:33 14:23 9:33 14:23深浦診療所着 深浦診療所着

５区 ５区

苗代沢 苗代沢

※発⾞時刻は変更ありません。

〇変更後 ※令和２年８⽉３⽇から 

※発⾞時刻は変更ありません。

〇変更前  ※令和２年７⽉３１⽇まで

浜町 浜町

深浦地区
 運⾏⽇：（午前）⽉⽕⽔※現在休⽌
     （午後）⽉〜⾦

深浦地区

スクールバス停
8:52

（⽵越久男宅向かい）
深浦診療所着

東野
児⽟吉俊宅前 深浦診療所着

運⾏⽇：⽕曜⽇
運⾏⽇：⽉曜⽇

停⾞場所
スクールバス停 停⾞場所

深浦診療所⾏き患者送迎バスの運⾏⽇変更のお知らせ

スクールバス停
8:52

停⾞場所 （⽵越久男宅向かい）

〇変更後 ※令和２年８⽉３⽇から 

 ８⽉３⽇（⽉）から⼀部の地区について、下記のとおり深浦診療所⾏き患者送迎バスの運⾏⽇が変更になりま
すのでお間違えのないようにお願いいたします。 なお、⼤⼾瀬⽅⾯の地区は変更ありません。

〇変更前  ※令和２年７⽉３１⽇まで

深浦診療所着 スクールバス停

東野
児⽟吉俊宅前

運⾏⽇：⽔曜⽇

岡町 岡町

  運⾏⽇：（午前）⽉
      （午後）⽕〜⾦
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地区 発⾞時刻 地区 発⾞時刻
8:20 8:20
8:22 8:22
8:26 8:26
8:27 8:27
8:30 8:30
8:31 8:31
8:34 8:34
8:36 8:36
8:37 8:37
8:39 8:39
8:40 8:40

岩崎中 8:41 岩崎中 8:41
8:42 8:42
8:43 8:43
8:46 8:46
8:48 8:48
8:49 8:49
8:56 8:56
8:57 8:57
8:58 8:58
8:59 8:59
9:01 9:01
9:14 9:14深浦診療所着

沢辺

舮作

横磯
⼩福浦集会所前
きへい荘前
旧紀本商店前

⼤間越

⿊崎

松神

森⼭
正久

岩崎

岩崎下

旧消防屯所前
旧秋岩商店前
スクールバス停
⽉屋⼊⼝

岩崎⽀所前
岩崎駅前
モリピアわきもと前
丸⼭橋
⽟坂橋
沢辺駅前⼗字路

スクールバス停

深浦診療所着

⼤間越

⿊崎

松神

岩崎

岩崎下

沢辺

舮作

横磯

⽉屋⼊⼝
⼩福浦集会所前
きへい荘前
旧紀本商店前

丸⼭橋
⽟坂橋
沢辺駅前⼗字路
旧消防屯所前
旧秋岩商店前
スクールバス停

森⼭
正久

松神駅前
須藤商店前
森⼭バス停
きらら保育園前
秋穂商店前

岩崎駅前
モリピアわきもと前

停⾞場所
津梅川スクールバス停
⼤間越駅前
旧いわさき南⼩学校前
スクールバス停
松神駅前
須藤商店前
森⼭バス停
きらら保育園前
秋穂商店前
岩崎⽀所前

停⾞場所
津梅川スクールバス停
⼤間越駅前
旧いわさき南⼩学校前

岩崎地区 運⾏⽇：⽉・⽔・⾦ 岩崎地区 運⾏⽇：⽔・⾦

〇変更後 ※令和２年８⽉３⽇から 

     ※発⾞時刻は変更ありません。

〇変更前  ※令和２年７⽉３１⽇まで

○問合せ先 深浦診療所
○電話 0173‐82‐0337



  
 
 
 
この制度は、母子（父子）家庭等の生活の安定と自立の促進を通じて、児童の福祉を増進

する福祉制度です。 
 手当の支給は、所得による支給制限があります。手当を請求する者（父、母又は養育者）

もしくは、扶養義務者の所得が政令で定めた額以上であるときは、手当の全部又は一部を支

給しません。 
◎児童扶養手当 

■支給対象  
手当を受けることができる方は、次の条件のいずれかにあてはまる１８歳以下の児童を

養育している方（父母、又は父母に代って児童を養育している方）です。（児童が政令で定

める障害の状態にあるときは２０歳まで） 
・父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童 
・父または母が死亡した児童 
・父または母が政令で定める程度の障害状態にある児童 
・母が婚姻によらないで懐胎した児童 
※この他の支給要件もあります。 
■次の場合は支給されません 

・児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等（通園施設は除く）に入所しているとき 
・児童や、父、母又は養育者が日本国内に住んでいないとき 
・父、母が婚姻している時（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情ある

ときを含みます。） 
・児童が父（母）と生計を同じくしているとき（母（父）に養育されている場合） 
■手当額月額（令和２年４月～） 

児童数 全部支給 一部支給 
1 人 43,160 円 43,150 円～10,180 円 

2 人 10,190 円加算 10,180 円～5,100 円 

3 人以上 1 人につき 6,110 円加算 6,100 円～3,060 円 

■支給回数 

２か月分ずつ年６回支給（１，３，５，７，９，１１月）にそれぞれの支払い月の前月ま

での２か月分が支払われます。） 
◎特別児童扶養手当 

■支給対象 

 国内に住所があり、精神または身体に中度以上の障害がある２０歳未満の児童を養育す

る父または母、もしくは父母に代わって養育している人に支給します。 
 特別児童扶養手当１級 

 ・身体障害者手帳のおおむね１級・２級程度に該当するもの（内部的疾患を含む） 
 ・ 療育手帳の判定がＡ程度の知的障害者または同程度の精神障害がある場合 
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児童扶養手当・特別児童扶養手当について 



特別児童扶養手当２級 

 ・身体障害者手帳のおおむね３級程度に該当するもの（内部的疾患を含む） 

 ・ 療育手帳の判定がＢ程度の知的障害者または同程度の精神障害がある場合 

 

■次のような場合、手当は支給されません 

・児童福祉施設等に入所しているとき 

・児童が障害を理由とする公的年金を受けることができるとき  

■手当額月額（令和２年４月～／１人当たり） 

１級(重度) ５２，５００円 

２級(中度) ３４，９７０円 

 

□問合せ先  福祉課 子育て支援係 

       ＴＥＬ ７４－２１１７ 

 

 

 

■一般書 

書  名 編著者等 書  名 編著者等 

流浪の月 凪良 ゆう デジタルデモクラシーがやっ

てくる！ 
谷口 将紀 

ぼくはイエローでホワイトで、

ちょっとブルー 
ブレイディみか

こ 
先生も大変なんです いまど

きの学校と教師のホンネ 
江澤 隆輔 

クスノキの番人 東野 圭吾 北岳山小屋物語 樋口 明雄 
私にとっての介護 岩坂書店編集部 金足農業、燃ゆ 中村 計 
スゴ母列伝 堀越 英美 最終版 気くばりのすすめ 鈴木 健二 
流人道中記 上 浅田 次郎 いつでも母と 山口 恵以子 
流人道中記 下 浅田 次郎 弁護士アイゼンベルク 突破

口 
アンドレアス・フェー

ア 

70 歳のたしなみ 坂東 眞理子 誤作動する脳 樋口 直美 
凶犬の眼 柚月 裕子 MISSING 失われているもの 村上 龍 
斎藤氏四代 木下 聡 バカの国 百田 尚樹 
猫を棄てる 村上 春樹   

ご希望の本が町内施設に無い場合には、他市町村の図書館から取り寄せて借りることがで 

きます。 

図書は文学館のほか、大戸瀬支所・岩崎支所でも貸出、返却が可能です。 

 

□問合せ先   ふかうら文学館  ＴＥＬ ８４－１０７０ 
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ふかうら文学館図書室 新着本のお知らせ 
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■「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」の更新 

被保険者で住民税非課税世帯の方は、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認

定証」を提示すると、一つの医療機関への医療費の支払いが、高額療養費の自己負担限度額

までとなり、入院時には食事代が減額されます。 

また、被保険者で同じ世帯に住民税課税所得金額が１４５万円以上６９０万円未満の被

保険者がいる方は、医療機関の窓口に「限度額適用認定証」を提示すると、一つの医療機関

への医療費の支払いが、高額療養費の自己負担限度額までとなります。 

現在これらの認定証を交付されている方で、所得状況等によって引き続き認定される方

には、８月から使用する新しい認定証を郵送します。更新手続の必要はありません。 

新たにこれら認定証の交付を希望する方は、被保険者証と印鑑、個人番号がわかるもの

（通知カードまたは個人番号カード）を持参の上、福祉課で手続きしてください。 

 

■保険料について 

(１)令和２・３年度保険料について 

保険料算定のもととなる保険料率（均等割額・所得割率）は、青森県後期高齢者医療広域

連合において２年ごとに見直しが行われます。医療費の増加や現役世代人口の減少が見込

まれることに伴い、令和２・３年度の保険料率は次のとおりとなります。 

 

  平成３０・令和元年度  

 

 

令和２・３年度 

均等割額 

［被保険者全員が納める額］ 

４０，５１４円 ４４，４００円 

所得割率 

［所得に応じて納める率］ 

７．４１％ ８．３０％ 

◎保険料の計算式     

均 等 割 額 ＋ 所 得 割 額 ＝ 

年間保険料 

・賦課限度額は 64 万円

・100 円未満は切り捨て

 基礎控除後の所得（※１）×８.３０％  

 

後期高齢者医療被保険者の皆さまへ 
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（２）令和２年度保険料の軽減措置について 

■所得が低い方の軽減 

同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得額の合計に応じて、均等割額の軽減が受けられ 
ます。令和２年度は次のとおりとなります。 

 
令和元年度  令和２年度 

世帯の所得額の合計 軽減割合 世帯の所得額の合計 軽減割合 

３３万円以下 ８．５割 ３３万円以下 ７．７５割 
３３万円以下かつ被保

険者全員の年金収入が

年額８０万円以下（そ

の他の各種所得がな

い） 

８  割 

３３万円以下かつ被保

険者全員の年金収入が

年額８０万円以下（そ

の他の各種所得がない) 

７  割 

３３万円＋（２８万円×

被保険者の数）以下  
５  割 

３３万円＋（２８．５万

円×被保険者の数）以

下  
５  割 

３３万円＋（５１万円×

被保険者の数）以下  
２  割 

３３万円＋（５２万円

×被保険者の数）以下 
２  割 

 
■被用者保険の被扶養者であった方の軽減 

・後期高齢者医療に加入してから２年間は、均等割額が５割軽減されます。 
・所得割額の負担はありません。 

 
※被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険、健康保険組合、共済組合な 
どです。 

※元被扶養者であっても、世帯の所得が低い方は、より高い均等割の軽減（７．７５割軽 
減、７割軽減）が受けられます。 

 
（３）保険料の減免等について 

災害により住宅等に著しく損害を受けた場合や、特別な事情により世帯主等の収入が著 
しく減少した場合は、保険料の減免等が認められることがありますので、ご相談ください。 

 
□問合せ先 

福祉課  ＴＥＬ ７４－２１１７ 
青森県後期高齢者医療広域連合 

ＴＥＬ ０１７－７２１－３８２１ 
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妊産婦さんが特定の疾患の治療や特定の出産、生まれた後に入院が必要となったお子さんの面会などのため

に、周産期母子医療センターへ通院または入院する際に必要な、交通費や宿泊費の一部を助成する事業です。 

■助成対象者 

町に住所があり、かつ、申請対象となる全期間及び交付申請時、 

居住実態のある方で、下記に該当される方。 

 ①妊産婦で、治療のために周産期母子医療センターへ通院もしくは 

入院している。 

 ②産婦で、ＮＩＣＵ（新生児特定集中治療室）、ＧＣＵ（新生児治療回復室） 

に入院しているお子さんの面会などをするために母子医療センターへ通院 

している。 

■助成内容 

  年度内（４月１日～翌年３月３１日）に発生した交通費、宿泊費等につ 

いて、１回の分娩につき上限100,000円まで助成します。 

ただし、通院や入院等が年度を超える場合、３月３１日までに年度内の費 

用について申請し、翌年度のものは再度年度中に申請することになります。 

■助成の対象となる期間 

 （１）助成対象者①に該当する方 

診療のために通院または入院、待機宿泊を開始した日から、通院 

または入院等が終了する日まで（最大産後６週間まで） 

 （２）助成対象者②に該当する方 

お子さん（新生児）がＮＩＣＵまたはＧＣＵに入院した日から退 

院した日まで（最大産後２ヶ月まで） 

 （３）助成対象者①、②両方に該当する方 

①と②の期間を比較していずれか遅い日まで 

■申請に必要なもの 

（１）深浦町ハイリスク妊産婦アクセス支援助成交付申請書（様式第１号） 

（２）青森県ハイリスク妊産婦アクセス支援事業助成金内訳書（様式第２号） 

（３）ＮＩＣＵ・ＧＣＵ面会状況報告書（様式第３号） 

※助成対象者②の場合のみ必要［病院が記入する用紙］ 

（４）診療明細書または領収書の写し（母子健康手帳に記録されている 

日以外でハイリスク妊娠・分娩に係る疾患の受診をした場合、他 

科でハイリスクに係る疾患で受診した場合） 

（５）交通費にかかる領収書（タクシー、有料道路及び有料駐車場を 

使用した場合）  

（６）宿泊費にかかる領収書（待機宿泊等があった場合のみ必要）  

（７）母子健康手帳の写し（診療日、出産日及び出産予定日が記載さ 

れている部分） 

（８）通帳（妊産婦本人名義） 

（９）印鑑 

手続の流れ 

 
助成対象者①または②

を満たす。 

対象となる（なるか

もしれない）場合、

健康推進課へご連絡

ください。 

健康推進課で申請書

類を受け取る。（また

は、町ホームページ

よりダウンロード）

病院へ申請書類を提出。

出産後、またはお子

さんがＮＩＣＵ（Ｇ

ＣＵ）からの退院

時、病院から書類を

受け取る。 

必要書類を添え、町に

申請。 

町より交付決定の有無

の通知。 

交付が決定された方

に、後日口座振り込

みで支払い。 



 
  【ハイリスク妊娠・ハイリスク分娩に相当の疾患について】 

１ 妊娠２２週から３２週未満の早産（早産するまで）   

２ 妊娠高血圧症候群重症の患者  

３ 前置胎盤（妊娠２８週以降で出血等の症状を伴う場合に限る。）   

４ 妊娠３０週未満の切迫早産の患者であって、子宮収縮、子宮出血、頸管の開大、短縮 

または軟化のいずれかの兆候を示しかつ以下のいずれかを満たすものに限る。 

(イ) 前期破水を合併したもの 

(ロ) 羊水過多症または羊水過少症のもの 

(ハ) 経腟超音波検査で子宮頸管長が２０mm 未満のもの 

(ニ) 切迫早産の診断で他の医療機関より紹介または搬送されたもの 

(ホ) 早産指数(tocolysis index)が３点以上のもの   

５ 多胎妊娠                  

６ 子宮内胎児発育遅延  

７ 胎児に何らかの疾患が認められた者               

８ 心疾患（治療中のものに限る。） 

９ 糖尿病（治療中のものに限る。）         

１０ 甲状腺疾患（治療中のものに限る。） 

１１ 腎疾患（治療中のものに限る。）         

１２ 膠原病（治療中のものに限る。）   

１３ 特発性血小板減少性紫斑病（治療中のものに限る。） 

１４ 白血病（治療中のものに限る。）   

１５ 血友病（治療中のものに限る。）          

１６ 出血傾向のある状態（治療中のものに限る。）   

１７ ＨＩＶ陽性                   

１８ Ｒｈ不適合   

１９ 当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術（腹腔鏡による手術を含む。）を行った患者 

または行う予定のある患者 

２０ 精神疾患（当該保険医療機関において精神療法を実施している者または他の保険医療 

機関において精神療法を実施している者であって当該保険医療機関に対して診療情報 

が文書により提供されているものに限る。） 

２１ ４０歳以上の初産婦                

２２ 分娩前のＢＭＩが 35 以上の初産婦者    

２３ 常位胎盤早期剥離                 

２４ 双胎間輸血症候群   

２５ 早産歴（妊娠２２週～妊娠３６週までの出産歴）がある者 

 

□問合せ先 

 健康推進課  ＴＥＬ ８２－０２８８ 

        ＦＡＸ ８２－０６９３ 
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十二湖の森“青池”周辺の苔観察会 
    

 深浦町民対象の健康づくりと十二湖の森体験シリーズ「十二湖の森“青池”周辺

の苔観察会」を開催します。 

青森県で記録されているコケの寿類は約７００種類と言われています。 

 十二湖の森ではどんなコケがあるのか津軽植物の会・澤田満先生を講師にお迎

えし、青池を中心にコケの観察をしながら十二湖の自然を再確認してみましょう。 

 

■日 時   ７月２５日（土） 

       午前１０時～１２時 

 

■人 数   １０名 

 

■締切日   ７月２２日（水） 

 

■集合場所  白神十二湖エコ・ミュージアム 

       午前９時２０分までに集合 

 

■日 程   受付、検温、開会式、バスでキョロロまで移動 

       観察散策約２時間、キョロロからエコへバス移動 

       解散 

 

■参加料   ５００円（講師料、保険代、バス代等） 

 

■持ち物   ウォーキングに適した服装、履物、雨具、飲み物、カメラ等 

       ルーペはお貸しします 

 

□申込み・問合せ先 

 白神十二湖エコ・ミュージアム 

 ＴＥＬ ７７－３１１３ 

 ＦＡＸ ７７－３１１４ 
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厚生労働省
新型コロナウイルス
接触確認アプリ
COVID-19 Contact Confirming Application

厚生労働省
ウェブサイト

自分をまもり、大切な人をまもり、
地域と社会をまもるために、
接触確認アプリをインストールしましょう。

接触確認アプリは、新型コロナウイルス感染症の
感染者と接触した可能性について、通知を受け取
ることができる、スマートフォンのアプリです

○本アプリは、利用者ご本人の同意を前提に、
スマートフォンの近接通信機能（ブルートゥー
ス）を利用して、お互いに分からないようプラ
イバシーを確保して、新型コロナウイルス感染
症の陽性者と接触した可能性について、通知を
受けることができるアプリです。

○利用者は、陽性者と接触した可能性が分かるこ
とで、検査の受診など保健所のサポートを早く
受けることができます。利用者が増えることで、
感染拡大の防止につながることが期待されます。

1メートル以内、15分以上の接触した可能性

・接触に関する記録は、端末の中だけで管理し、外にはでません
・どこで、いつ、誰と接触したのかは、互いにわかりません

※端末の中のみで接触の情報（ランダムな符号）を記録します
※記録は14日経過後に無効となります
※連絡先、位置情報など個人が特定される情報は記録しません
※ブルートゥースをオフにすると情報を記録しません

新型コロナウイルス接触確認アプリのインストールをおねがいします

＊画面イメージ

新型コロナウイルス感染症対策推進室
情報通信技術(IT)総合戦略室内閣官房

iPhoneの方はこちら Androidの方はこちら 詳しくはこちら

（略称：COCOA）



 
  雑紙（ざつがみ）回収チャレンジしてみませんか？ 
 

この事業は、「雑紙専用回収袋」に、分別した雑紙を集めて、各地区の「その他の紙」回収日に出

すという、リサイクルの一連の流れを通して分別の意識を高めることを目的に実施されますので、

この機会にチャレンジしてみてください。 

 

■雑紙の種類について 

 

 雑紙（ざつがみ）とは商品の箱や封筒・名刺などに使われた紙のことです。 

 

※雑紙回収チャレンジでは、深浦町での分別「その他の紙容器」に分類されるもののほか、 

「名刺」、「封筒」などの紙類を加えたものが対象です。※ビニール類ははがしてください。 

 

 

■「雑紙専用回収袋」の出し方について 

○深浦町では、雑紙は指定ごみ袋に入れて出すこととなっていますが、この「雑紙専用回収

袋」で出された場合、指定ごみ袋は不要です。（雑紙専用回収袋を縦にひも（ビニールひ

も可）で束ねるか、取っ手を中央から切ってひもの代わりとして束ねるなど中身がこぼれ

ないようにしてください） 

いっぱいになったら「その他の紙」の回収日に出してください。 

市販の紙袋等を使用したものは回収しません。 

 

■雑紙専用回収袋の配布先 

○役場町民課、岩崎支所、大戸瀬支所で無料配布します。 

 ※雑紙専用回収袋の無料配布は、数量限定のため無く 

なり次第終了します。 

                                      雑紙専用回収袋 

■問合せ先 

町民課 町民生活係 ＴＥＬ ７４－２１１５ 
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★クマを目撃しましたら深浦町農林水産課までご連絡ください。 

    深浦町鳥獣被害防止対策協議会 

    （事務局 深浦町農林水産課 TEL．７４-４４１１） 

クマに出会わない、

呼び寄せないために 

クマに出会ってしまったら  

後ずさりし

ながら静か

に立ち去る 

子グマを見て

も決して近寄

らない（近くに

親熊がいる可

能性有り） 

大声を上げたり、

石を投げたりして

刺激しない、背

中を見せて走ら   

ない 

鈴や笛、ラジオなど 

を身につけ、音を出し

ながら行動する 

クマの足跡や糞などを

見つけた場合は、先に

は進まず引き返す 

必ず２人以上で

行動し、単独で

山には入らない 

収穫しない栗や柿、

胡桃などの放任果樹

は伐採する 

早朝、夕方はクマが

活発に行動する時

間なので注意する 

飲食物や飲食物の

空容器等を野外に

捨てない、置かない 

昨年も町内ではツキノワグマの出没が相次ぎ、襲撃による人身被害も発生しました。 

初夏から秋にかけては、クマが広い範囲でエサを求めて最も活発に行動しますので、 

行楽や山菜採り、農作業等で野外活動する際は、厳重な注意及び対策をお願いします。 
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世界自然遺産白神山地の主峰「白神岳」に鎮座

標高1,235ｍの白神岳山頂付近に、県内外から訪れる登山者の安全を守る避難小屋が建っています。

この避難小屋は、白神山地が世界自然遺産に登録される以前、白神岳が山岳誌で紹介されたことをき

っかけに登山者が増える一方で、遭難事故が増加するようになったことから、山を愛する地元の有志が中

心となって全国から寄附金を募るとともに、自治体からの補助金によって建設されました。

以降、地元有志によって維持管理がなされてきましたが、白神山地が世界自然遺産に指定されて大幅

に登山者が増えたことから、２００５年４月に深浦町が管理を引き継ぎました。

その後、２００５年８月と２０１９年１０月の２度にわたって大規模修繕を行い、特に２０１９年の修繕の際に

はふるさと納税制度を活用して寄附金を募ったところ、全国から多数の寄附金が寄せられました。

深浦町は、１０年後、２０年後、５０年後においても登山者の安全を守るため、事業に共感くださる企業と

一緒にこの避難小屋を末永く守っていきたいと考え、施設の維持管理のための財源確保に向けて、ネー

ミングライツ・パートナーを募集します。

また、当該施設を基礎とした官民連携事業を展開することで、相互発展を図っていきたいと考えており

ますので、ご応募のほど、よろしくお願い申し上げます。

２０２０年７月 青森県深浦町白神岳避難小屋を守ろうプロジェクト

白神岳避難小屋
ネーミングライツ・パートナー募集

◆募集期間 令和２年７月13日（月）～８月７日（金）

◆契約期間 令和２年９月１日～令和５年８月３１日（３年間）

◆命名権料 最低価格を年額６６万円(税別)に設定し、応募に際しての提案額にて決定します。

◆費用負担 （深浦町）施設への表示板設置、町HPや観光パンフレット等によるＰＲ

（企 業）ネーミングライツ料、自社HPや販促物等によるＰＲ

◆表示条件 利用者の混乱を避けるため、愛称は「白神岳〇〇避難小屋」とします。

※〇〇に、企業名や商品ブランド名などの愛称が入ります。

◆募集詳細 深浦町ホームページにてご確認ください。

≪ネーミングライツとは≫
公共施設の名称に「企業名や商品ブランド名を付与する権利」のことをいい、「命名権」とも呼ばれます。

愛
称
名
掲
示
場
所

例
「
白
神
岳
〇
〇
避
難
小
屋
」

修復して新しくなった白神岳避難小屋（２０１９年１０月撮影）


